
令 和 ５ 年 度 商 工 観 光 労 働 部 執 行 体 制

（令和５年４月１日現在）

商工観光労働部長 商工政策課 総 務 担 当 計量検定所

企画調整担当

次 長 商工団体担当

商業振興担当

経営金融支援室 経営金融支援担当

企業振興課 企業成長推進担当

工業・情報産業振興担当

技術支援担当 工業技術センター

食品開発センター

食品・メディカル 食品・メディカル産業推進担当

産業推進室

雇用労働 労政福祉担当

政策課 人材育成担当 産業技術専門校 高鍋校

雇用対策担当

企業立地推進局長 企業立地課 企業立地企画担当

企業立地推進担当

立地企業フォローアップ担当

観光経済交流局長 観光推進課 観光戦略担当

国内誘致担当

海外誘致・ＭＩＣＥ担当

スポーツランド スポーツキャンプ推進担当

推進室 スポーツツーリズム推進担当

国際・経済交流課 国際企画・旅券担当

国際交流担当

ひなたプロモーション担当

物産・海外展開担当



分 掌 事 務（令和５年４月１日現在）

課名 分 掌 事 務

【商工政策課】
１ 商工観光労働行政の総合企画及び総合調整に関すること。
２ 中小企業の組織化に関すること。
３ 中小企業及び経営指導員の研修に関すること。
４ 中小企業団体（信用協同組合を除く。）及び中小企業団体中央会に関すること。
５ 商工会議所及び商工会に関すること。
６ 創業支援に関すること。
７ 商業の振興に関すること。
８ 中小企業の物流に関すること。
９ 大規模小売店舗立地審議会に関すること。
10 部内各課の連絡調整に関すること。
11 計量検定所に関すること。
12 部内各課の総務事務の処理に関すること（総務事務センターの主管に属するものを
除く。）。

13 部内の事務で他課及び局の主管に属さないこと。

【経営金融支援室】
１ 中小企業金融に関すること。
２ 信用保証協会に関すること。
３ 貸金業に関すること。
４ 中小企業高度化資金に関すること。
５ 小規模企業者等設備導入資金制度に関すること。
６ 中小企業の経営の診断、助言及び相談に関すること。
７ 中小企業診断士に関すること。
８ 中小企業の経営革新の支援に関すること。

【企業振興課】
１ 中小企業の成長促進対策の企画及び総合調整に関すること。
２ 中小企業の取引の振興に関すること。
３ 鉱工業の振興に関すること。
４ 地下資源の開発調査に関すること。
５ 砂利採取に関すること（漁業管理課、用地対策課、河川課及び港湾課の主管に属す
るものを除く。）。

６ 採石に関すること。
７ 工業技術及び情報通信技術の開発及び利用の支援に関すること。
８ 産業財産権及び発明奨励に関すること。
９ 工業技術センター、食品開発センター及び機械技術センターに関すること。

【食品・メディカル産業推進室】
１ 医療関連産業の振興に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。
２ 食品産業の振興に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。
３ 農商工連携等の推進に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。



課名 分 掌 事 務

【雇用労働政策課】
１ 労働行政の企画調整に関すること。
２ 労働組合に関すること。
３ 労働教育及び労働情報に関すること。
４ 中小企業労働相談に関すること。
５ 労働者の福祉に関すること。
６ 労働委員会に関すること。
７ 公共職業訓練に関すること。
８ 民間職業訓練に関すること。
９ 職業訓練指導員に関すること。
10 技能検定に関すること。
11 職業能力開発審議会に関すること。
12 産業技術専門校に関すること。
13 地域雇用対策に関すること。
14 若年者、高年齢者等の就労支援に関すること。
15 ＵＩＪターン希望者の就職支援に関すること。
16 県内企業の人材確保支援に関すること。

【企業立地推進局】
【企業立地課】

１ 企業立地に関する施策の企画及び総合調整に関すること。
２ 企業立地の推進に関すること。
３ 立地企業フォローアップに関すること。

【観光経済交流局】
【観光推進課】

１ 観光に関する施策の企画及び総合調整に関すること。
２ 観光基盤の整備促進に関すること。
３ 観光客の誘致宣伝に関すること。
４ 観光関連団体及び観光関連事業者に関すること。
５ 旅行業及び通訳案内士に関すること。
６ 住宅宿泊事業に関すること（他課の主管に属するものを除く。）
７ ＭＩＣＥ誘致の推進に関すること。
８ ＤＭＯの推進に関すること。
９ 観光審議会に関すること。
10 国民宿舎えびの高原荘、国民宿舎高千穂荘及びえびの高原スポーツレクリエーショ
ン施設に関すること。

【スポーツランド推進室】
１ スポーツランドみやざきの推進に関すること。
２ プロスポーツキャンプ推進に関すること。
３ スポーツツーリズム推進に関すること。

【国際・経済交流課】
１ みやざきのアピールに関する施策の企画及び総合調整に関すること。
２ 県外への情報発信に関すること。
３ 経済国際化の推進及び貿易の振興に関すること。
４ グローバル戦略の総合調整に関すること。
５ 県産品の販路拡大に関すること。
６ 物産の振興に関すること。
７ 伝統的工芸品産業の振興に関すること。
８ ふるさと宮崎応援寄付金に関すること。
９ 国際化の推進に関する施策に係る企画及び総合調整に関すること。
10 国際交流及び国際協力に係る企画及び総合調整に関すること。
11 海外渡航事務に関すること。
12 他課の主管に属さない国際化、国際交流及び国際協力に関すること。



商工政策課の概要
業務の概要

① 商工観光労働行政の総合的な企画・調整を行います。

② 各種施策等について広く情報発信を行います。

③ 商工団体等の育成強化と中小企業及び小規模事業者の経営資質の向上を図ります。
④ 商工団体等と連携・協力して、新規創業、新分野進出、販路開拓等を支援します。
⑤ 商店街・商業者の意欲ある取組や、中心市街地の活性化を支援します。

主な事業

〔企画調整担当〕

○ 政策調整研究費 ３，０００千円
本県の商工観光労働行政に必要な調査・研究を行う。

○○新宮崎県地域経済振興１００年企業顕彰事業 ９６５千円

創業１００年を超える長年の企業活動を通して、本県経済の振興や発展に貢献した
県内企業を県が顕彰することにより、県民の県内企業への理解促進を進め、本県経済

の活性化を図る。

○ 宮崎中小企業大賞事業 １１７千円
県内産業の振興や地域経済の活性化に特に寄与している企業を表彰することにより

中小企業やその従業員の励みとし、また、広く県民に周知することで県内企業に対す

る理解を深めるとともに、優れた取組を他の企業へ紹介することで、本県経済全体の
活性化を図る。

〔商工団体担当〕

○○改小規模事業経営支援事業費補助金(事業費分） ７８，５７６千円

商工会議所・商工会が小規模事業者（小規模企業）を対象として実施する経営改善
普及事業等（経営相談、経営指導等）に対して補助を行い、県内の小規模事業者の経
営安定、経営レベルの向上を図り、本県経済の活性化を促進する。

○○改中小企業等経営基盤強化支援事業 ９，５２１千円

商工会議所や商工会などに経営支援チームを設置し、中小企業等の事業強化、創業
等の支援をワンストップで行い、中小企業等の経営基盤強化を支援する。

○○改商工会事務局体制強化事業 ２６，０１６千円
小規模事業者の経営指導及び地域振興を担う商工会の事務局体制を強化するため、

市町村と連携して、商工会事務局コーディネーターの設置を支援し、地域経済の活性
化と地域振興を図る。

○○改中小企業団体中央会等運営補助金（事業費分） １２，７５１千円

宮崎県中小企業団体中央会が事業協同組合等を対象として実施する運営指導、販路
開拓・新事業展開等の支援に対して補助を行い、事業協同組合等の経営強化を図る。

○○改みやざき地域課題解決型起業支援事業 ２４，９５０千円
デジタル技術を活用して本県の社会課題の解決に取り組む起業者等に対し、起業等

に必要な経費の一部に補助を行い、事業の立ち上げや事業継続等に関する伴走型支援
を実施し、事業安定化を後押しする。



〔商業振興担当〕

○○改地域をつなぐ！みやざき商店街人材育成事業 ６，０４８千円

商店街振興に意欲的であり、地域に密着しながら商店街を含めたまちの現状分析や

将来のビジョン等を描き、多様な関係者等地域をつないで課題解決をリードする人材
（プレイングマネージャー）の育成を図る。

○○改みやざき商店街の新たな魅力開発等支援事業 １１，０００千円

商店街等が、新たな魅力開発・発信等のために持続的に実施するモデル的な取組を、

市町村と連携して支援し、落ち込んでいる商店街消費を喚起するとともに、得られた

成果・ノウハウを広く県内に展開することで、商店街等の地域商業の活性化につなげ

る。

○○改インターネット販売成長促進事業 １８，８２９千円

県内事業者に対するＥＣコンサルティングの実施やセミナーの開催により、市場拡

大が続くＥＣ事業での経営改善及び販路拡大、持続的な成長を促し、外貨獲得の有効

な手段であるＥＣ事業活動の支援強化を行う。

県内外事務所等との連絡調整

○ 部の施策の推進のため、県内外の各関係事務所との連絡調整を行う。

県内：日南県税・総務事務所、都城県税・総務事務所、

延岡県税・総務事務所の各総務商工センター

県外：東京事務所、大阪事務所、福岡事務所

(商工政策課)

直通電話 0985-26-7093・7094・7098・7102
Ｆ Ａ Ｘ 0985-26-7337

Ｅ- mail shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp



商工政策課 経営金融支援室の概要

業務の概要

① 金融の円滑化による県内中小企業者の活性化や経営の安定を支援します。
② 経営診断等を通じて、中小企業者の事業の共同化を支援します。
③ 小規模企業者等の設備導入による経営基盤の強化を支援します。
④ 中小企業の経営革新を支援します。
⑤ 貸金業者の業務の適正な運営を確保するとともに、貸金業利用者等の利益の保護を
図ります。

主な事業

〔経営金融支援担当〕

○○改中小企業金融対策費 ５４，３０３，６９５千円

厳しい経営環境にある企業や新事業に積極的に取り組む企業に対し、資金使途に応

じて１０の貸付を設け、長期・固定・低利の事業資金を安定的かつ円滑に供給するこ

とにより、中小企業者の活性化と経営の安定化を図る。

○ 中小企業高度化資金 ８６，１９５千円

中小企業者が共同して、経営基盤強化等のために施設・設備を整備する事業に対し、

中小機構とともに必要な資金を貸し付ける。

○ みやざき小規模企業者等設備導入資金貸付金 融資枠 １２５，０００千円
小規模企業者等の設備導入に必要な資金の２分の１を貸し付ける。
※ 窓口は、（公財）宮崎県産業振興機構

○○改プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 ３２，９４８千円
戦略マネージャーが県内企業を訪問して、企業の成長に向けた意欲を喚起し、新た

な販路開拓や生産性向上などの経験が豊富な都市部の人材の地方還流を図るととも
に、これらの人材を活用して企業の成長戦略の実現を促進する。

〇 中小企業経営革新承認制度（経営革新計画応援事業） ８，０９１千円
経営革新計画をたてて、新商品の開発や新たな生産・販売方式の導入など新たな取

組にチャレンジする中小企業を、承認し、応援する。

〇○改中小企業事業承継対策（事業承継・引継ぎ応援補助金） １８，０００千円
「宮崎県事業承継ネットワーク」の各支援機関と連携・協力し、後継者のいない企

業の掘り起こしや事業承継診断から事業承継時における専門家による高度な支援等に
至るまで、切れ目のない支援を行うことにより、円滑な事業承継の推進に取り組む。

〇○改中小企業経営改善計画策定緊急支援事業 ９，０００千円
コロナ禍の影響を受ける県内中小企業の経営改善を図るため、宮崎県中小企業活性

化協議会の支援により、経営改善に向けたアクションプランや資金調達などを目的と
する経営改善計画の策定に取り組む中小企業を支援する。

(商工政策課 経営金融支援室）
直通電話 0985-26-7097

Ｆ Ａ Ｘ 0985-26-7337

Ｅ- mail keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp



企業振興課の概要

業務の概要

① 工業製品等の高付加価値化や取引促進等により、地域企業の振興を図ります。
② 産業技術の開発及び利用を支援するとともに、産学官による共同研究等を進め、県
内企業の技術の高度化と新事業創出を支援します。

③ 県内の産学金労官からなる企業成長促進プラットフォーム等において、地域に根ざ
した産業や地域経済をけん引する企業の育成を図ります。

④ ＩＣＴ企業の技術力の強化を図るとともに、技術人材の確保につながる取組を行う
ことにより、ＩＣＴ産業を担う人材の育成・確保を図ります。

主な事業

〔企業成長推進担当〕

○ 産学金労官プラットフォームによる企業成長促進事業 ２６，０００千円

県内の産学金労官１３機関で構成する企業成長促進プラットフォームにより、今後、
大きな成長が見込まれ、地域経済に寄与する企業として認定した企業に対し、各機関

が連携・協力しながら集中的に支援し、企業の成長促進に取り組むことで、地域経済

をけん引する中核企業を育成し、本県経済の底上げを図る。

○ 新事業創出支援事業 ２２，０００千円

新型コロナウイルス感染拡大や脱炭素・デジタル化の推進等の環境の変化に強靱か

つ柔軟に立ち向かい、ビジネスモデルの創出に向け、新たな事業活動に積極的にチャ

レンジする企業への伴走支援を行い、次世代の本県地域経済をけん引する企業の育成
を図る。

○ 中小企業等経営再構築サポート事業 １０，０００千円
新型コロナウイルス感染拡大により大きな打撃を受けている県内企業に対し、事業

転換や多角化など、社会やビジネスの変化に対応した新たな事業構築に向けた取組を

支援する。

○○改ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業 ７，３５８千円

県内ものづくり企業の海外との取引の開拓・拡大に要する経費の一部補助と販路開

拓コーディネーターによる営業支援を実施し、本県経済の活性化を図る。

〔工業・情報産業振興担当〕
○ みやざきＩＣＴ産業を担う人材育成事業 ６，１１５千円

急速に進展するＩＣＴ技術に対応する県内ＩＣＴ人材を育成するため、高度な資格
取得にもつながる連続講座を実施する。

○ みやざきＩＣＴ産業人材スカウト事業 １０，０００千円
企業や人の地方回帰の動きが加速する中、ＩＣＴ人材の確保を図るためのネットワ

ークの構築や情報発信等の取組を実施する。

○○改ものづくり産業ＩＣＴ人材育成等支援事業 ５，３４６千円
企業のＤＸの推進や業務の省力化・効率化の取組、若者の地元定着など、人口減少

社会におけるものづくり企業が生産性を維持・向上させていくために必要な、ＩＣＴ
導入や人材確保の取組を支援し、県内ものづくり産業の振興を図る。
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○ 下請企業振興事業 １４，７５２千円
（公財）宮崎県産業振興機構を通じて、県内中小企業へ受発注情報の提供やあっせ

ん、指導・相談等を実施することにより、取引の適正化と拡大を促進する。

○○新半導体等先端技術振興プロジェクト事業 ７，８３４千円
半導体、電気自動車、蓄電池、航空宇宙産業等の先端技術産業への参入や活性化等

に対応するため、産学官が一体となった研究会を組織し、セミナー等を行うことによ
り新技術の開発や新産業の創出を推進する。

○ 輸送用機械器具関連産業総合支援事業 １４，６６６千円
裾野が広く、付加価値の高い自動車関連産業、航空機関連産業を中心とする輸送用

機械器具関連産業の更なる振興を図るため、販路開拓や競争力強化のための支援を行
う。

〔技術支援担当〕

○○改地域産業技術開発促進・新事業創出推進事業(新事業創出支援事業以外)４８，０８８千円

県内企業が持つ技術の特長を最大限に活かした新規事業の創出を推進するため、技

術に基づく事業戦略策定や新製品の研究開発等を支援する。

○○新みやざきスタートアップ創出・成長促進事業 ２３，５６１千円

本県産業の活性化を図るため、県内における先進的な技術やアイデアを活用した創
業活動を促進するとともに、事業の急成長に必要な支援を行う。

○○改知財等活用ビジネスプロデュース事業 １５，０００千円

事業戦略の策定や実現に係る支援ノウハウを有するビジネスプロデューサーと支援
機関が連携し、県内企業の知財や技術等を活用した新事業創出や新たな販路・取引先

の開拓等を支援する。

○○新脱炭素化技術研究開発支援事業 ８，１２６千円
産学共同研究グループ等が新エネルギーを活用した脱炭素化に資する技術の研究開

発に必要な経費を支援し、県内における脱炭素関連産業の振興を図る。

○ 発明振興事業 ７，５５３千円

児童・生徒の発明・創意工夫への興味・関心を高めるための学校発明くふう展の開

催や、産業財産権の保護・活用の重要性に係る理解を深めるための啓発等を行う。

○ 機械技術センター運営事業 ５８，９３０千円

延岡市に設置している宮崎県機械技術センターにおいて、技術指導や技術講習等を

実施し、本県機械金属工業の技術高度化等を支援する。

(企業振興課)
直通電話 0985-26-7095・7114
Ｆ Ａ Ｘ 0985-32-4457
Ｅ- mail kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp
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企業振興課 食品・メディカル産業推進室の概要

業務の概要

① 東九州メディカルバレー構想を推進し、医療機器関連産業の振興を図ります。
② みやざきフードビジネス振興構想を推進するため、農商工連携や加工技術の高度化
等による新商品開発等を支援し、食品産業の振興を図ります。

主な事業

〔食品・メディカル産業推進担当〕
○○改東九州メディカルバレー構想拠点強化事業 ３４，４５３千円

「東九州メディカルバレー構想」に基づく産学官連携を促進するとともに、地場企
業の取組を加速化させるため、医療関連機器の開発や販路拡大等を支援し、医療関連
機器産業の集積に伴う地域活性化を図る。

○○改食品の安全認証取得等販売力強化事業 １５，０００千円
ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の義務化や、コロナ禍におけるバイヤーや消費者の衛

生意識の向上及び物価高に対応するための取組を支援し、県外や海外に向けた販路開
拓・取引拡大に繋げ、食品製造業の振興を図る。

○ みやざき農商工連携支援事業 ８，０００千円
県内の中小企業者と農林漁業者等の連携によるポストコロナの新しい消費者ニーズ

や物価高に対応した新商品開発や既存商品改良等の取組を支援し、食品製造業者の様
々な環境変化への対応力強化を図る。

(企業振興課 食品・メディカル産業推進室)
直通電話 0985-26-7101
Ｆ Ａ Ｘ 0985-26-7322
Ｅ- mail shokuhin-medical@pref.miyazaki.lg.jp
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雇用労働政策課の概要

業務の概要

① 労働環境の改善や労働福祉の向上等を促進し、誰もが安心して働き続けることがで

きる環境整備を図ります。

② 労働者の職業能力の開発及び技能の振興を行い、産業を支える人材の育成を図ります。

③ 若年者、ＵＩＪターン希望者、女性、高齢者など多様な求職者の就職支援やキャリ

アアップ、職場定着を推進します。

④ 就職説明会の開催やインターンシップの支援等により、高校生や大学生等の県内企

業への就職を促進します。

主な事業

〔労政福祉担当〕

○ 働き方改革促進事業 ３，６７４千円

働き方改革に関する講演会等を開催するとともに、「仕事と生活の両立

応援宣言」登録制度等の普及啓発等を図ることにより、県内企業のワークライフバラ

ンス実現に向けた取組を支援する。

○ 女性と高齢者の就業支援事業 ４５，７９３千円

本格的な少子高齢・人口減少社会を迎え、労働力人口の減少、人材の確保が喫緊の

課題となる中、潜在的労働力の活躍を推進するため、女性・高齢者をはじめとする多

様な人材が働きやすい職場づくりの推進し、就業促進を図る。

○ 労働福祉事業 １５，０００千円

中小企業労働者の生活安定と福祉向上を図るため、教育・生活資金の融資や、退職

金共済制度の普及促進等を行う。

〔人材育成担当〕

○ 認定職業訓練助成事業費補助金 ４６，４９１千円

知事の認定を受けて、事業主の団体等が雇用する労働者に対して行う職業訓練に要

する経費の一部を助成することにより、民間の職業能力開発を促進する。

○ 職業能力開発対策 ５４，３６５千円

職業能力開発協会が実施している、技能検定試験等の運営を助成するとともに、技

能尊重の気運醸成と技能の振興を図る。

○ ものづくり人材育成推進事業 ５，１４５千円

小中学生を対象とした職業講話・技能体験教室及び高校生、大学生等を対象とした、

技能講座や現場見学を実施することにより、将来のものづくりを担う人材の育成、確

保を図る。
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○ ものづくりの魅力発見！匠の技をご覧あれ 技能振興事業 ３，５０５千円
技能まつりで技能実演や参加者への技能体験を実施することにより、技能や技能士

の大切さや重要性について、若年者を始めとする県民に理解を深めてもらい、ものづ

くり技能振興や技能尊重気運の醸成を図る。

○ 委託訓練事業 ４０８，４２２千円

民間教育訓練機関等に委託して離職者等に対する職業訓練を実施することにより、

就職促進を図る。

〔雇用対策担当〕

〇 中・高校生の県内就職促進事業 ４２，０４５千円
高校生の県内就職を促進するため、高校生のほか、中学生や中・高校生の保護者・

教職員を対象に、県内事業者との意見交換会や企業説明会等を開催し、宮崎で働くこ

との良さや県内企業の魅力を発信する取組の強化を図る。

○ 宮崎で働く魅力！情報発信事業 １３，９５４千円
県内外の大学生等に対し、県内企業等におけるインターンシップの場の提供や就職

説明会の開催、県外に進学等をした若年者及びその保護者等に対する県内就職情報の

提供を行う。

○ 宮崎で暮らす働く、県内就職促進事業 ３０，８０４千円

宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターの運営、協定締結校との連携強化等を行い、大学進

学や就職で流出した本県出身者など県外在住者に対する県内企業等についての認知度を
向上し、県内への就職促進を図る。

○ 県外学生ＵＩＪターン就職サポーター事業 １８，０４７千円

県外に進学した県内出身の学生等の県内企業への就職を促進するため、これらの者を対
象とした県内の就職情報の提供や県内企業等へのＵＩＪターン就職の相談対応のほか、就職

説明会などの企業参加型イベントを開催する。

○ 外国人材受入支援事業 ６，７４７千円
県内企業等の人材不足解消やグローバル展開を支援するため、外国人留学生等の就

職と採用を支援する。また、外国人材の受入に係る県民や事業者の理解促進を図るた

め、受入企業や外国人材の事例、相談窓口等を紹介する冊子を作製する。

(雇用労働政策課)

直通電話 0985-26-7105・7106・7107・7109

Ｆ Ａ Ｘ 0985-32-3887

Ｅ- mail koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
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企業立地課の概要

業務の概要

本県において工場等の新増設や本社機能の移転・拡充を計画している企業のうち、一
定の要件を満たす企業を県の立地企業として認定し、地域経済の活性化や魅力ある雇用
機会の創出など本県経済の発展に大きく寄与すると期待される立地企業の支援に取り組
みます。
① 企業立地優遇策や工業団地などの企業立地基盤の整備等を通じて、企業立地を促進
します。

② 市町村等と連携して積極的な企業立地活動を展開し、企業立地の実現を図ります。
③ 立地企業へのフォローアップを行い、立地企業の県内定着及び県内での事業拡大を
促進します。

主な事業

〔企業立地企画・推進担当・立地企業フォローアップ担当〕
○ 誘致対象企業開拓事業 ７，４４４千円

インターネットサービスや民間企業のネットワークを活用して企業の地方進出の動
きやニーズを的確に捉え、立地可能性のある企業を効率的に新規開拓することにより、
効果的な企業立地活動を推進する。

○ 地域工業団地整備促進事業 ８，０００千円
市町村が企業ニーズを踏まえながら、地域の実情に応じた工業団地の整備を行う際

に必要な各種調査及び概略設計、団地共用施設及びインフラ費用の一部等を助成し、
企業立地の環境整備を促進する。

○ 「企業立地促進」フォローアップ ８４６千円
立地企業の県内定着及び事業拡大を促進するとともに、他県との競争の中で、企業

ニーズに対応した一層スピード感のある誘致活動が行えるよう、立地相談・フォロー
アップ体制の強化を図る。

○ 企業立地促進補助金 ９４２，７６０千円
企業の本県への投資を促し、雇用の場を創出するため、工場建設や事業所開設等の

初期投資や新規県内雇用者数等に応じた支援を行う。

(1) 企業立地促進補助金
立地に係る初期投資や新規県内雇用者数等に応じて支援。

(2) 立地企業人材確保支援事業補助金
県外からの進出前後に係る新規県内雇用者の確保・育成の経費や事業の開始及び

人材の確保を行うため県外から赴任した社員の人件費等を支援。

(3) 企業立地支援事業サポート補助金
立地企業の用に供するため、新たに貸工場等の建物の整備を行う者に対して、そ

の整備に要した経費を支援。

(4) 中山間地域企業立地強化事業補助金

中山間地域における企業等による情報通信業等の事業所開設を後押しする市町村

を支援。

(企業立地課)

直通電話 0985-26-7096

Ｆ Ａ Ｘ 0985-26-0219

Ｅ- mail kigyorichi@pref.miyazaki.lg.jp
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観光推進課の概要

業務の概要

食・神話・スポーツ・自然・森林といった本県の強みを最大限に生かしながら、本県
観光の魅力をさらに磨き、強力かつ集中的に発信することで、国内外からのさらなる誘

客と観光みやざきのブランド力向上につなげていきます。

① 国内外から選ばれる観光地域づくりに取り組みます。

② みやざきの強みを生かした誘客を推進します。

③ 外国人観光客の誘致の強化・推進を図ります。

④ 「スポーツランドみやざき」のブランド力向上を図ります。
⑤ ポストコロナを見据えた観光誘客を推進します。

主な事業

〔観光戦略担当〕
○ 県営国民宿舎運営事業 ３９，２８５千円

えびの高原荘と高千穂荘の両国民宿舎及びえびの高原スポーツレクリエーション施

設について、新たな観光需要への対応や広域的な観光周遊の拠点として活用するため

の運営を行う。

○ ポストコロナに向けた稼ぐ観光地域づくり推進事業 ４４，８４９千円

ポストコロナに向けた地域の観光資源の掘り起こしや磨き上げ、観光地の受入環境
整備に対して支援するとともに、地域を牽引する観光人財を育成し、県と市町村、観

光関係団体、観光事業者等が一体となった観光地域づくりを推進する。

○ ユニバーサルツーリズム受入環境整備事業 ２０，０００千円
高齢者や障がい者、ベビーカーの家族連れなど、誰もが制約を感じずに、本県の観光

を楽しむことができるよう、ユニバーサルツーリズムに関する情報提供や受入体制づ

くりを推進する。

○ 観光入込客統計調査 ３，５８９千円

入込客の実態とニーズに対応した観光施策の効果的な推進を図るために、全県的な

観光入込客統計調査を実施する。

〔国内誘致担当〕

○○新観光みやざき需要回復・再生プロジェクト事業 ５８４，２４５千円
コロナの影響で低迷する観光需要の回復を図るとともに、宮崎県置県１４０年を契

機に本県の魅力を県内外へ発信するため、県内周遊促進事業やプロモーション等に取

り組む。

○ 「日本のひなた宮崎県」国内誘客強化事業 １６，１０８千円

本県の強みを生かした旅行商品造成のために旅行会社等と連携しながら顧客分析を

行い、国内旅行者のニーズに基づいた本県の観光素材等を発信する。

○ 教育旅行誘致・定着促進事業 ３０，６３１千円

本県での教育旅行の誘致・定着を図るため、教育旅行の誘致・受入に関する窓口を
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一元化し、誘致活動及び受入調整を行うとともに、教育旅行の実施に係る貸切バス費

用等を支援する。

〔海外誘致・ＭＩＣＥ担当〕
○ みやざきＭＩＣＥ新分野開拓事業 ５，０００千円

MICEの全県展開につながる企業研修の誘致等に取り組むことにより、新型コロナウ

イルスにより大きな影響を受けた本県MICEの回復を図る。

○○改みやざきインバウンド誘客回復・強化事業 ９６，３５０千円

重点市場を中心とした誘客を行うとともに官民一体となった新たなテーマ型観光で

の誘客に取り組み、インバウンドの誘客強化を図る。

○ 油津港ファーストポート化事業 ８，８９１千円

外国クルーズ船の誘致活動を強化するため、国や日南市と連携し、油津港の「ファ

ーストポート」化のために必要な港湾衛生業務の強化や関係機関の連絡体制の整備等
を行う。

○○改海外市場デジタル活用誘客促進事業 ２３，０００千円

中国・ASEAN等の今後誘客が期待できる国に対し、SNSを含むインターネットを活用
した戦略的な誘客対策を行う。

（観光推進課）
直通電話 0985-26-7104・7103・7530

Ｆ Ａ Ｘ 0985-26-7327

Ｅ- mail kanko-suishin@pref.miyazaki.lg.jp
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観光推進課 スポーツランド推進室の概要

業務の概要

「スポーツランドみやざき」を推進するために、国内外代表チームのキャンプ受入や
大規模な国際スポーツイベントの開催に積極的に取り組み、国際水準のスポーツの聖地
としてのブランド力向上、スポーツキャンプ・合宿及びスポーツイベントの全県化・通
年化・多種目化、さらには、ゴルフやサーフィン、サイクリングなどのスポーツ資源を
他の観光資源と絡めたスポーツツーリズムを推進します。

主な事業

〔スポーツキャンプ推進担当〕

○○改スポーツキャンプ・合宿全県展開促進事業 ７８，３７５千円

屋外型トレーニングセンターを中心に、各市町村でのスポーツキャンプの受入強化

の取組に対して支援を行うとともに、各地域で開催される大規模なスポーツイベント
や大会を支援することで、スポーツキャンプ・合宿の誘致効果を全県に拡げていき、

スポーツキャンプ・合宿の全県化、通年化、多種目化を目指す。

○○新屋外型トレーニングセンター管理運営事業 ５２，８００千円
「屋外型トレーニングセンター」を新たに整備し、指定管理者制度を導入し、効率的

かつ効果的な管理運営を行うことにより、「スポーツランドみやざき」のブランド力

の向上や観光振興・地域経済の活性化、さらには、県内アスリートの競技力向上を図
る。

〔スポーツツーリズム推進担当〕

○○新観光みやざき需要回復・再生プロジェクト事業（再掲）

（うち、ゴルフやサイクルなどのスポーツツーリズムのツアー造成等）
５８４，２４５千円(うち、３１，５００千円)

本県の強みを生かしたテーマ観光「５つのＳ旅」のうち、ゴルフやサイクル、アウ

トドアなどのスポーツによる県内観光の周遊化を促進する。

○ サーフランドみやざき推進事業 ３，０００千円

木崎浜サーフィンセンターの維持管理を図る。

(観光推進課 スポーツランド推進室)
直通電話 0985-26-7108
Ｆ Ａ Ｘ 0985-26-7327
Ｅ- mail sportsland@pref.miyazaki.lg.jp
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国際・経済交流課の概要

業務の概要

① みやざきのアピールに関する施策の企画及び総合調整を行います。
② 県外への情報発信を図ります。

③ 県産品の開発や国内外への販路拡大を支援します。

④ 「みやざきグローバルプラン」に基づき、県内企業の海外展開の支援、多文化共生、
国際化施策を推進します。

⑤ 旅券の発行や海外渡航に関する情報の提供等を行います。

主な事業

〔国際企画・旅券担当〕

○○改外国人材受入環境整備事業 ４０，９４１千円

外国人住民等に対する相談対応を多言語で一元的に行う相談窓口の設置や地域住民

と交流しながら日本語を学ぶ教室の開催のほか、各種団体の外国人住民支援の取組へ

の補助等を通じて、「国籍にかかわらず誰もが暮らしやすい宮崎づくり」を推進する。

○○改多文化共生地域づくり推進事業 ３１，３３０千円

諸外国の生活・文化等を紹介する講座や外国人住民への防災セミナーの開催等を通

じて、言語、文化、生活習慣、価値観などの違いを認め合い、地域住民と外国人住民

が共に地域社会の構成員として協力しあう多文化共生社会づくりの推進を図る。

○ 海外渡航事務 ５７，００７千円

県民の海外渡航の利便性に資するため、旅券（パスポート）の申請受理、作成及び

交付、海外安全渡航情報の提供を行う。

〔国際交流担当〕

○ 少年少女国際交流事業 ３，６４２千円
県内の中・高生が、韓国及び香港の中・高生との交流等を通じて、お互いの伝統・

文化などを理解しあうことにより、本県と韓国・香港との交流及び国際理解の促進を

図るとともに、国際感覚豊かな人づくりを推進する。

○○改協定締結都市等との交流促進事業 ５，６００千円

交流協定を締結している台湾新竹県・桃園市等との交流を促進することにより、本

県の魅力発信や国際感覚豊かな若者の育成、交流人口の増加を図る。

○○改宮崎県人会世界大会開催事業 １００，０００千円

置県１４０年となる令和５年（２０２３年）に国内外の本県出身者やゆかりのあ
る方が本県に一堂に会する「宮崎県人会世界大会」を開催し、国内外の県人会の活性

化を図り、そのネットワークを活用した本県施策の更なる展開へ繋げる。

○ 外国青年による国際理解・交流促進事業 １７，９６８千円
国際交流員として外国青年を受け入れ、本県の国際化関連事業に係る助言や通訳・

翻訳のほか、国際理解講座等の国際交流活動を行うことにより、県民が多様な文化に
触れる機会の提供、国際理解の増進及び国際交流の促進を図る。
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〔ひなたプロモーション担当〕
○ ふるさと宮崎応援寄附金拡大事業 １４４，０６０千円

ふるさと納税制度を通して、本県及び県産品の認知度向上を図るとともに、魅力ある

返礼品を発掘し、県産品の需要・販路拡大を図る。

○ 県民総参加！ひなたプロモーション事業 ３２，２１３千円

本県の多様な魅力の統一的なコンセプトである「日本のひなた宮崎県」を用い、

県民からの声も積極的に取り入れながら、観光や食、スポーツ、特産品、歴史・文化、
生活環境といった本県の様々な魅力を発信する。

〔物産・海外展開担当〕
○○改県産品ＰＲイベント・フェア展開事業 ５１，６４９千円

バイヤー等向け県産品販路開拓の企業体と連携し、全国各地の大手百貨店等の新規

開拓を目的とした県内商談会、物産展を開催する。また、各ＫＯＮＮＥ館等でのテス
トマーケティングを目的としたイベント等を開催する。

○○改バイヤー等向け県産品販路開拓事業 １２，３１０千円

首都圏を中心とした大都市圏での県産品の販路開拓のため、県産品データベースを
活動した商談機会の創出や首都圏等バイヤーニーズの把握、県内事業者のフォローア

ップ等に取り組む。

○ 県産品発掘コーディネーター配置事業 ９，３５０千円

中山間地域等で生み出された魅力ある県産品の発掘から認知度向上に向けた取組ま

でを総合的に支援するコーディネーターを公益社団法人宮崎県物産貿易振興センター

に配置し、本県の強みである食を生かした産業振興と雇用創出につなげる。

○○新発酵×ＡＩで北米に切り込むSAMURAIプロジェクト推進事業 １２，０００千円

米国で注目されている日本の漬物、酢をはじめとした発酵食を切り口に、AI やデ
ジタル技術を活用して米国人の味覚・嗜好に合わせたマーケットインの食品開発や現
地販売の実証事業を行うことにより、米国市場での県産食品の認知度向上と競争優位

の確立による、輸出拡大を図る。

○ みやざきＳＨＯＣＨＵ輸出促進事業 ２９，８２６千円

九州各県や業界団体等と連携してプロモーションを行うなど、海外における焼酎の

認知度向上や市場開拓を推進し、本県産焼酎の輸出額及び出荷額の増加を図る。

（国際・経済交流課）

直通電話 0985-26-7591・7113

0985-44-2623・2619
0985-24-1132

Ｆ Ａ Ｘ 0985-26-7327

Ｅ- mail kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp
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各出先機関等の概要

【計量検定所】

概 要

計量検定所は、適正な計量の実施を確保するため、政令で定める特定市（宮崎市）

が実施する一部の業務を除き、計量関係事業者の登録、指導、県内全域の特定計量器
の検定や定期検査、消費者啓発等の業務を行っています。

主な業務

・ 計量関係事業の登録・届出等
・ 計量器の検定、定期検査及び立ち入り検査等

・ 計量ひろば（消費者啓発）等の開催等

直通電話 0985-58-2929
Ｆ Ａ Ｘ 0985-58-2928

Ｅ- mail keiryokenteisho@pref.miyazaki.lg.jp

【工業技術センター】

概 要

工業技術センターは、宮崎テクノリサーチパーク内にあります。

商工観光労働部の試験研究機関として、県内工業の振興を図るため、企業の技術力

向上と発展に必要な各種の試験、研究開発、技術支援及び相談業務を行っています。

主な業務

〔試験研究業務〕
・ 県内中小企業の技術力向上と発展を図る試験研究

・ 県内の資源を有効利用するための調査と新技術の開発研究

・ 先端技術の応用及び新製品の開発に関する研究

・ 依頼試験等に対応するための分析技術の高度化に関する研究
・ 製品の付加価値を向上するためのデザインに関する研究

〔技術の普及・支援業務〕

・ 中小企業技術者の研修

・ 巡回企業訪問
・ 研究会、講習会

〔依頼試験及び工業技術相談等〕

・ 依頼試験、設備利用、技術相談、技術情報の提供

直通電話 0985-74-4311

Ｆ Ａ Ｘ 0985-74-4488

Ｅ- mail mitc-mfdc@pref.miyazaki.lg.jp
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【食品開発センター】

概 要
食品開発センターは、宮崎テクノリサーチパーク内にあります。
商工観光労働部の試験研究機関として、食品分野において、県内の食品企業、地域

の加工食品グループ等の振興を図るため、食品に関わる研究開発、技術支援、依頼分
析等を行っています。

主な業務
〔試験研究業務〕
・ 県内の農林畜水産物を有効利用するための技術開発や製品開発及び品質保持に
関する研究開発等

〔技術の普及・支援業務〕
・ 中小企業技術者の研修
・ 巡回企業訪問（企業、食品加工グループ）
・ 研究会、講習会

〔依頼試験及び工業技術相談等〕
・ 依頼試験、設備利用、技術相談、技術情報の提供、平成宮崎酵母等の分譲

〔フード・オープンラボ及びおいしさ・リサーチラボの管理運営〕
・ 設備の使用許可手続き、利用指導、設備メンテナンス等

直通電話 0985-74-2060
Ｆ Ａ Ｘ 0985-74-4488
Ｅ- mail mitc-mfdc@pref.miyazaki.lg.jp

【県立産業技術専門校】

概 要
県立産業技術専門校は、本県産業界を担う技能者の養成を目的とする職業能力開

発促進法に基づく公共職業能力開発施設で、本校で高校卒業者等を対象とした２年課
程の職業訓練を、同校高鍋校で中学卒業者等を対象とした１年課程の職業訓練を実施
しております。

主な業務
〔県立産業技術専門校〕
・ 施設内訓練

技術革新や情報化の進展等に柔軟に対応できる技能と知識を兼ね備えた中核
的技能者の養成

・ 在職者訓練
在職者を対象にした資格試験のための技能講座や講習会の実施

・ 委託訓練
離職者等の就職促進を図るための民間教育訓練機関等を活用した職業訓練の

実施

施設内訓練（高卒等２年課程）
訓 練 科 訓 練 期 間 定員計（２学年）
木造建築科 ４０名
構造物鉄工科 ２年間 ４０名
電気設備科 ４０名
建築設備科 ４０名

合 計 １６０名
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〔県立産業技術専門校高鍋校〕

・ 中卒者等を対象に、建築や塗装など、職業に必要な基礎的な知識・技能を身
に付けるための職業訓練の実施

施設内訓練（中卒等１年課程）

訓 練 科 訓 練 期 間 定 員
建 築 科 １年間 ２０名

塗 装 科 ２０名

合 計 ４０名

・ 知的障がい者を対象に、職業に必要な技能の習得を図るための職業訓練を実施

一般校を活用した障害者職業訓練（１年課程）

訓 練 科 訓 練 期 間 定 員

販売実務科 １年間 １０名

県立産業技術専門校 県立産業技術専門校高鍋校
直通電話 (0983)42-6501 (0983)23-0523

Ｆ Ａ Ｘ (0983)42-6511 (0983)22-0065

Ｅ- mail sangyogijutsu-s sangyogijutsu-s-takanabe

@pref.miyazaki.lg.jp @pref.miyazaki.lg.jp

【海外交流駐在員】

概 要

海外交流駐在員は、中国（香港、上海）、台湾（台北）に設置されています。
中国では、（公社）宮崎県物産貿易振興センターの香港事務所（宮崎県香港事務所）

及び(一財)日中経済協会上海事務所の宮崎県経済交流室で駐在員業務を行っています。

主な業務
・ 現地の一般社会・経済情報の収集・提供

・ 県内企業等の貿易・投資等を支援するための各種情報の収集・提供

・ 県内企業等が商用等で現地を訪問する際の連絡調整

・ 現地の観光・コンベンション市場の情報収集・提供

お問い合わせ先

国際・経済交流課 直通電話：(0985)26-7113 ＦＡＸ：(0985)26-7327

Ｅ-mail：kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp

または、 公益社団法人宮崎県物産貿易振興センター（香港）
電話：(0985)38-9351 ＦＡＸ：(0985)38-9354

公益財団法人宮崎県観光協会（台湾）
電話：(0985)26-6100 ＦＡＸ：(0985)26-6123
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